
令和５年１２月に海難審判所で言い渡された裁決が、ホームページに掲載されました（令和６年２月）

海難防止へのインフォメーション （公財）海難審判・船舶事故調査協会

上記事件のうち、海難審判所（東京）と仙台地方海難審判所の裁決２件について、“概要版”を作成しました
公表された裁決書をもとに当協会の責任で編集しましたので、詳細は海難審判所ＨＰでご確認ください

① 貨物船Ａ(499ﾄﾝ) 遊漁船B（15ﾄﾝ） 衝突事件
千葉県太東埼北東方沖合において、北上中のＡ船と西行中のＢ船が衝突し、Ｂ船の釣り客６人と乗組員２人が負傷し
た

② 漁船Ａ(6.3ﾄﾝ) 漁船B（4.9ﾄﾝ） 衝突事件
福島県鵜ノ尾埼南東方沖合において、航行中のＡ船と漁ろうに従事しているＢ船が衝突し、Ｂ船の乗組員２人が負傷し
た

海難審判裁決書

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/tokyou/tkR05/5tk004.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R05nen/2sd/sdR0512/4sd029.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu.htm


《背景》 ・甲板長Ａは、Ｂ船がＡ船の船首方を無難に航過すると思った
・船長Ｂは、Ａ船がＢ船の船尾方に針路を向けて航過すると思った

（公財）海難審判・船舶事故調査協会海難審判所（東京）（令和５年１２月言渡）

① 貨物船Ａ(499ﾄﾝ) 遊漁船B（15ﾄﾝ）衝突事件
（太東埼北東方沖合において、北上中のＡ船と西行中のＢ船が衝突し、Ｂ船の釣り客６人と乗組員２人が負傷した）

海難防止への
インフォメーション

[受審人]            《 懲戒 》 
(A船)  甲板長： 六級海技士（航海） → 業務停止１か月
(B船) 船  長： 小型船舶操縦士  →  戒告

【海難概要】 太東埼北東方沖合において、Ａ船(499ﾄﾝ、5人乗組、菜種粕1200ﾄﾝ積

載)が北上中、Ｂ船（15ﾄﾝ、2人乗組、釣り客12人）が西行中、Ａ船の右舷中央部にＢ船

の船首が衝突し、Ｂ船の釣り客6人が胸腰椎椎体等骨折などを、乗組員2人が左膝挫

傷などを負った

《原因等》 太東埼北東方沖合において、Ａ船が北上中、Ｂ船が西行中、

Ａ船：動静監視不十分で、前路を左方に横切るＢ船の進路を避けなかった（主因）

甲板長Ａは、動静監視を十分に行うべきであった

Ｂ船：動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらな

かった（一因）

船長Ｂは、動静監視を十分に行うべきであった

＊本裁決は、Ｒ５.１２.１２に言い渡されました。
詳細は海難審判所のＨＰでご確認下さい

【発生日時】 令和３年２月２３日１１時４９分僅か前
【発生場所】 千葉県太東埼北東方沖合
【 死 傷 者】 負傷８人（Ｂ船の釣り客６人と乗組員２人）
【 損 傷 等】 Ａ船 ： 右舷中央部外板に凹損を伴う擦過傷

  Ｂ船 ： 船首に圧壊等

（航法の適用） 海上衝突予防法（予防法）第１５条（横切り船の航法）が適用される

・衝突地点付近の海域は特別法である海上交通安全法及び港則法の適用海域でない

ことから、一般法である予防法が適用される

・両船は、ともに航行中の動力船で、互いに視野の内にあり、互いに進路を横切り衝突

のおそれがある態勢で接近して衝突に至ったもので、衝突のおそれがある見合い関

係が生じたのち、両船がそれぞれ要求される動作をとる時間的、距離的余裕があった

と認められることから、予防法第１５条（横切り船の航法）が適用される

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/tokyou/tkR05/5tk004.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/tokyou/tkR05/5tk004hp.pdf


《背景》・船長Ａは、携帯電話の操作に気をとられた
・船長Ｂは、航行中の他船が漁ろう中の自船を避けてくれると思った

（公財）海難審判・船舶事故調査協会仙台地方海難審判所（令和５年１２月言渡）

② 漁船Ａ(6.3ﾄﾝ) 漁船B（4.9ﾄﾝ）衝突事件
（鵜ノ尾埼南東方沖合において、航行中のＡ船と漁ろうに従事しているＢ船が衝突し、Ｂ船の乗組員２人が負傷した）

海難防止への
インフォメーション

[受審人]                    《 懲戒 》 
(A船) 船 長： 小型船舶操縦士   → 業務停止１か月
(B船)  船 長： 小型船舶操縦士    → 戒告

【海難概要】 鵜ノ尾埼南東方沖合において、Ａ船(6.3ﾄﾝ、2人乗組)が航行中、Ｂ船

（4.9ﾄﾝ、2人乗組）が漁ろうに従事していることを示す形象物を表示しないで2.5ノットの

速力で投網中、Ａ船の船首がＢ船の右舷中央部に衝突し、Ｂ船の乗組員２人が負傷

した

（航法の適用）海上衝突予防法（予防法）第１８条（各種船舶間の航法）が適用される

・衝突地点付近の海域は特別法である海上交通安全法及び港則法の適用海域でない

ことから、一般法である予防法が適用される

・両船は互いに他の船舶の視野の内にあり、Ｂ船は、操縦性能が制限される投網中で、

漁ろうに従事する船舶であることを示す形象物を表示していなかったものの、同じ固

定式刺網漁業に従事しているＡ船から見れば、低速力で一定方向に移動している様

子などから、Ｂ船が漁ろうに従事している船舶であると判断することができたと認めら

れるので、予防法第１８条（各種船舶間の航法）が適用される

《原因等》 鵜ノ尾埼南東方沖合において、両船が、衝突のおそれがある態勢で接近

する状況となった際、

Ａ船：見張り不十分で、漁ろうに従事しているＢ船の進路を避けなかった（主因）

船長Ａは、見張りを十分に行うべきであった

Ｂ船：見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかっ

た（一因）

船長Ｂは、見張りを十分に行うべきであった

【発生日時】 令和３年３月３１日０６時４５分
【発生場所】 福島県鵜ノ尾埼南東方沖合
【 死 傷 者】 負傷２人（Ｂ船の乗組員）
【 損 傷 等】 Ａ船：船首外板に亀裂等

Ｂ船：右舷中央部外板に亀裂等

＊本裁決は、Ｒ５.１２.２２に言い渡されました。
詳細は海難審判所のＨＰでご確認下さい

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R05nen/2sd/sdR0512/4sd029.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R05nen/2sd/sdR0512/4sd029hp.pdf
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